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2024年 7月 1日 

「宅地建物取引業の解釈・運用の考え方」が改正され本日施行されました。 

 

 令和６年６月２１日、国土交通省から、「不動産業による空き家対策推進プログラム」が公表され、媒介業務に

含まれないコンサルティング業務の促進、空き家等に係る媒介報酬規制の見直し、などが明記されましたが、

それに伴い「宅地建物取引業の解釈・運用の考え方」も改正され、本日、令和６年７月１日に施行されました。 

詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。 

▼「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について（国土交通省ホームページ）▼

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼不動産業による空き家対策推進プログラムについて（国土交通省ホームページ）▼ 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00066.html 

 

推進センターは、7月 24日（水）に本プログラムに関連する講演会を開催します！（参加無料） 

「今、時代は『不動産コンサルティング』を求めている！～不動産価値の創造と最大化を目指す～」 

▼講演会の詳細・お申込み▼ 

https://form.dr-seminar.jp/lps/gshmvp/0724seminarlp 
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